
いけだ阿波おどりの撮影ルールについて 
 
いけだ阿波おどりの円滑な実施と、ビデオ及び写真撮影者が観覧及び踊り⼦の演舞の妨げ
にならないよう規制を⾏います。ご迷惑をおかけしますが、ご協⼒をお願いいたします。 
 
【⼀般の⽅】 
観客前に⼊り観覧の妨害をすることや、踊りの進⾏⽅向前⽅に⼊るなどの演舞妨害を⾏わ
ないよう撮影マナーを守ってください。 
撮影マナーを守れない⽅はスタッフより注意し退去していただきます。 
 
【業務で撮影をされる⽅】 
駅前通り及び、へそっ⼦ステージ、栄町桟敷演舞場の要撮影許可エリアにおける撮影は、以
下のルールを守ってください。 
 
○撮影許可の対象となる者 
新聞、放送、雑誌及び市広報担当、いけだ阿波おどりポスターの選考に参加する事業者 
 
○所属の表⽰ 
撮影許可の対象となる⽅は、腕章・名札など⾃⾝の所属が分かるものを必ず着⽤して撮影し
てください。 
また、事前に実⾏委員会まで必ずご連絡ください。 
 
○撮影場所 
（要撮影許可エリアの地図添付） 
・駅前通り：観覧の妨げにならない場所、時間での撮影をお願いします。 
・へそっ⼦公園：撮影許可エリアでの撮影をお願いします。決められた場所であっても、観
覧、踊り⼦の妨げにならないよう注意してください。要撮影許可エリア内は担当者の指⽰に
従ってください。 
・栄町桟敷演舞場：要撮影許可内での三脚の設置は禁⽌です。観覧、踊りの妨げにならない
よう注意してください。 
 



いけだ阿波おどりの撮影・取材規制について

いけだ阿波おどりの円滑な実施と、ビデオ及び写真撮影者が観覧の妨
げ及び踊り子の演舞の妨げにならないよう規制を行います。ご迷惑をお
かけしますが、ご協力をお願いいたします。

○撮影許可証の発行
アマチュアカメラマンの方への撮影許可証の発行は行いません。
駅前通り及び、へそっ子ステージ、栄町桟敷演舞場の撮影許可エリアに
おける撮影は、撮影許可証（腕章）が必要になります。（三好市観光協
会にて発行）（当日はいけだ阿波おどり本部・へそっ子公園内）
（撮影許可エリアの地図添付）
報道関係者の方は撮影許可証を必ず着用し撮影してください。

○撮影許可の対象となる者
新聞、放送、雑誌及び市広報の担当者、2025年度いけだ阿波おどりポ
スターの選考に参加する事業者

○撮影場所
・駅前通り 観覧の妨げにならない場所での撮影をお願いします。

・へそっ子 要撮影許可エリアでの撮影をお願いします。決めらた
場所であっても、観覧、踊り子の妨げにならないよう
注意してください。
要撮影許可エリア内は担当者の指示に従ってください。

・栄町桟敷演舞場
要撮影許可内での三脚の設置は禁止です。
観覧、踊りの妨げにならないよう注意してください。

アマチュアカメラマンの方へ
要撮影許可エリア内での撮影はご遠慮ください。

ステージ

車
道

要
撮
影
許
可
エ
リ
ア

JR阿波池田駅

駅
前
通
り

阿
波
銀
行

大通り

歩
道
撮
影
可

歩
道
撮
影
可

歩
道
撮
影
可

◆
駅
前
通
り

要
撮
影
許
可
エ
リ
ア

黄色のエリア内では許可証がないと撮影ができません。
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黄色のエリア内では許可証がないと撮影ができません。
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◆栄町桟敷演舞場 要撮影許可エリア

黄色のエリア内は許可証がないと撮影ができません。
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